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条
例
制
定

◆ 

七
飯
町
子
ど
も
・
子
育
て
応
援
基
金
条
例

の
制
定

総
務
経
済
常
任
委
員
会
よ
り
審
査
結
果
の

報
告
書
が
提
出
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り
可
決

し
た
。 

〔
公
布
の
日
か
ら
施
行
〕

条
例
改
正

◆
七
飯
町
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

令
和
５
年
12
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
自
動

車
の
臨
時
運
行
許
可
（
仮
ナ
ン
バ
ー
）
の
許

可
審
査
に
よ
る
手
数
料
を
追
加
す
る
た
め
。

 

〔
令
和
５
年
12
月
１
日
施
行
〕

◆
七
飯
町
健
康
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正

七
飯
町
健
康
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
を
北
海

道
知
事
が
指
定
す
る
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の

統
制
額
（
銭
湯
の
入
浴
料
金
）
と
同
額
と
す

る
た
め
。 

〔
令
和
６
年
４
月
１
日
施
行
〕

補
正
予
算

◆
七
飯
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

補
正
額
：
３
億
５
千
５
百
128
千
円

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
事

業
、政
策
空
家
移
転
補
償
費
等
に
伴
う
補
正
。

◆ 

七
飯
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
２
号
）

補
正
額
：
１
千
１
百
834
千
円

◆ 

七
飯
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）

補
正
額
：
１
百
646
千
円

◆ 

七
飯
町
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

補
正
額
：
５
千
５
百
263
千
円

◆ 

七
飯
町
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）　

支
出
補
正
額
：
７
百
998
千
円

◆ 

七
飯
町
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）　

支
出
補
正
額
：
３
百
108
千
円

◆
七
飯
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

補
正
額
：
１
千
244
千
円

道
の
駅
地
下
水
対
策
設
計
業
務
及
び
浄
化

槽
適
正
化
調
査
業
務
委
託
料
等
に
伴
う
補
正
。

そ

の

他

◆ 

北
海
道
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
約

の
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

組
織
す
る
団
体
に
「
後
志
広
域
連
合
」
が

加
入
す
る
こ
と
か
ら
、
規
約
を
変
更
。

◆
議
員
の
派
遣
に
つ
い
て

◆
閉
会
中
の
継
続
調
査
の
申
し
出
に
つ
い
て

◆
閉
会
中
の
委
員
会
活
動
の
承
認
に
つ
い
て

諮

問

◆
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

人
権
擁
護
委
員
と
し
て
、
菅
沼
由
美
氏
、

林
秀
法
氏
２
名
を
候
補
者
と
し
て
推
薦
。

選

挙

◆
選
挙
管
理
委
員
の
選
挙

選
挙
管
理
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
選
挙

が
行
わ
れ
、
次
の
方
々
が
当
選
し
た
。

甕　
　

正
治
、
関
口　

文
雄

金
澤　
　

実
、
佐
藤　

耕
一

◆
選
挙
管
理
委
員
補
充
員
の
選
挙

選
挙
管
理
委
員
補
充
員
の
任
期
満
了
に
伴

い
選
挙
が
行
わ
れ
、次
の
方
々
が
当
選
し
た
。

清
野　

雅
之
、
小
杉　

重
宣

星
見　

拓
禅
、
穗
積　

広
道

報
　
　
　
告

◆
令
和
４
年
度
七
飯
町
健
全
化
判
断
比
率

　

実
質
公
債
費
比
率
は
8.5
％
で
前
年
比
1.3
ポ

イ
ン
ト
減
少
し
改
善
し
て
い
る
。
早
期
健
全

化
基
準
の
25
．
０
％
と
比
較
し
て
も
こ
れ
を

下
回
っ
て
い
る
。
将
来
負
担
比
率
は
17
．
５

％
で
前
年
比
18
．
１
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
改
善

し
て
お
り
、
早
期
健
全
化
基
準
の
350
．
０
％

と
比
較
し
て
も
こ
れ
を
下
回
っ
て
い
る
。
な

お
、
実
質
赤
字
比
率
及
び
連
結
実
質
赤
字
比

率
は
黒
字
の
た
め
算
定
さ
れ
て
い
な
い
。

◆ 

令
和
４
年
度
七
飯
町
水
道
事
業
資
金
不
足

比
率

◆ 

令
和
４
年
度
七
飯
町
下
水
道
事
業
資
金
不

足
比
率

い
ず
れ
も
資
金
不
足
が
生
じ
て
い
な
い
た

め
算
定
さ
れ
て
い
な
い
。

決

算

令
和
４
年
度
一
般
会
計
、
各
特
別
会
計
及

び
公
営
企
業
会
計
決
算
は
、
令
和
４
年
度
決

算
審
査
特
別
委
員
会
に
審
査
を
付
託
し
、
審

査
結
果
が
定
例
会
最
終
日
に
報
告
さ
れ
た
。

委
員
会
か
ら
は
、一
般
会
計
に
お
い
て
は
、

不
認
定
、
そ
の
他
各
特
別
会
計
及
び
公
営
企

業
会
計
は
認
定
と
報
告
さ
れ
、
本
会
議
の
採

決
に
お
い
て
も
、
一
般
会
計
は
賛
成
少
数
で

不
認
定
、
各
特
別
会
計
及
び
公
営
企
業
会
計

は
全
員
一
致
で
認
定
と
な
っ
た
。

発
議
案（
決
　
議
）

◆
特
別
委
員
会
設
置
に
関
す
る
決
議

赤
松
街
道
樹
木
伐
採
等
に
関
す
る
調
査
特

別
委
員
会
設
置
に
関
す
る
決
議
が
提
出
さ

れ
、
全
員
一
致
で
可
決
し
た
。（
議
長
を
除

く
13
名
）

○
委
員
長　
　

池
田　

誠
悦

○
副
委
員
長　

稲
垣　

明
美

発
議
案（
そ
の
他
）

◆ 

町
議
会
の
委
任
に
よ
る
専
決
処
分
事
項
の

指
定
に
つ
い
て

発
議
案（
意
見
書
）

◆
次
の
４
件
の
意
見
書
に
つ
い
て
可
決

◎ 

下
水
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
事
業
の
実
施
を
求

め
る
意
見
書

◎ 

国
土
強
靭
化
に
資
す
る
道
路
の
整
備
等
に

関
す
る
意
見
書

◎
学
校
給
食
の
無
償
化
を
求
め
る
意
見
書

◎ 

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
北
海
道
の
実
現
に
資
す
る

森
林
・
林
業
・
木
材
産
業
施
策
の
充
実
・

強
化
を
求
め
る
意
見
書

（
７
月
24
日
） 

臨
時
会

令
和
５
年 

第
３
回

◆
七
飯
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

補
正
額
：
７
百
219
千
円

対
外
競
技
参
加
費
等
に
つ
い
て
補
正
。

審
議
し
て
決
ま
っ
た
こ
と

令
和
５
年
第
３
回
定
例
会

決算が不認定になった場合
決算は、監査委員の意見を付け

て議会の認定に付さなければなら
ないとされています。
議会が決算を不認定にした場合

に、町長は、当該不認定を踏まえ
て必要と認める措置を講じたとき
は、速やかに当該措置の内容を議
会に報告するとともに、これを公
表しなければならないと、地方自
治法で規定されています。
なお、決算が不認定となった場

合でも、既に行われた予算執行の
効力には影響しないと解されてい
ます。
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令和５年第３回定例会は、９月６日に招集
され、会期を２２日までの１７日間として開
催されました。議案１１件、同意１件、諮問
２件、報告３件、認定６件、選挙２件を審議
しました。また、令和４年度一般会計の決算
は賛成少数で不認定、各特別会計及び公営企
業会計は全員一致で認定となりました。

一般質問では７人の議員が質問に立ち、町
政に対する理事者の考えを質しました。
また、議員提出議案として、特別委員会の

設置１件、専決処分事項の指定について１
件、国、関係機関へ要請する意見書４件を審
議し、原案のとおり可決されました。

令和４年度決算　一般会計は賛成少数で不認定
各特別会計、公営企業会計は認定

令和５年
第３回定例会

第３回定例会
議案・審議結果

令和５年11月
223

発行・七飯町議会
編集・七飯町議会広報広聴特別委員会

審議結果 【第３回定例会】令和５年９月６日～２２日の審議結果は下記のとおりです。
◎＝全員一致で可決　　○＝賛成多数で可決　　●＝賛成少数で否決　　×＝賛成なしで否決

区分 結果 番　　号 議　　件　　名　　等 継続審査・調査

議

案

等

人　　 事 同　意 同意第 1 8 号 教育委員会委員の任命について（木村希氏）
条例制定 ◎ 議案第 2 7 号 七飯町子ども・子育て応援基金条例の制定について

条例改正 ◎ 議案第 3 7 号 七飯町手数料条例の一部改正について
◎ 議案第 3 8 号 七飯町健康センター条例の一部改正について

そ の 他 ◎ 議案第 3 9 号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議について

補正予算

◎ 議案第 4 0 号 令和５年度七飯町一般会計補正予算（第５号）
◎ 議案第 4 1 号 令和５年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
◎ 議案第 4 2 号 令和５年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
◎ 議案第 4 3 号 令和５年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第１号）
◎ 議案第 4 4 号 令和５年度七飯町水道事業会計補正予算（第１号）
◎ 議案第 4 5 号 令和５年度七飯町下水道事業会計補正予算（第１号）

諮　　 問 可 諮 問 第 １ 号 人権擁護委員候補者の推薦について（菅沼由美氏）
可 諮 問 第 ２ 号 人権擁護委員候補者の推薦について（林秀法氏）

報　　 告
報告済 報 告 第 ５ 号 令和４年度七飯町健全化判断比率について
報告済 報 告 第 ６ 号 令和４年度七飯町水道事業資金不足比率について
報告済 報 告 第 ７ 号 令和４年度七飯町下水道事業資金不足比率について

決算認定

不認定 認 定 第 １ 号 令和４年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定について

令和４年度決算審査特
別委員会へ付託・報告

認　定 認 定 第 ２ 号 令和４年度七飯町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
認　定 認 定 第 ３ 号 令和４年度七飯町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
認　定 認 定 第 ４ 号 令和４年度七飯町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
認　定 認 定 第 ５ 号 令和４年度七飯町水道事業会計決算認定について
認　定 認 定 第 ６ 号 令和４年度七飯町下水道事業会計決算認定について

そ の 他 選　挙 選 挙 第 ８ 号 選挙管理委員の選挙
選　挙 選 挙 第 ９ 号 選挙管理委員補充員の選挙

補正予算 〇 議案第 4 6 号 令和５年度七飯町一般会計補正予算（第６号）
決　　 議 ◎ 発議案第11号 特別委員会設置に関する決議（赤松街道樹木伐採等に関する調査特別委員会）
条例改正 ◎ 発議案第12号 町議会の委任による専決処分事項の指定について

意 見 書

◎ 発議案第13号 下水サーベイランス事業の実施を求める意見書
◎ 発議案第14号 国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書
◎ 発議案第15号 学校給食の無償化を求める意見書
◎ 発議案第16号 ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求める意見書

そ の 他

報告済 常任委員会報告（総務経済常任委員会）
報告済 出納検査報告
承　認 議員の派遣について
承　認 閉会中の継続調査の申出について
承　認 閉会中の委員会活動の承認について

◆議会報告会の開催について
　議会報告会の開催を希望される方は、議会事務局までお問い合わせください。
　（議会事務局：６５－５９４７）
　また、町民の方へ議会活動の内容を知っていただくため、町ホームページ内、七飯町議会のページ
にて、令和５年度議会活動報告の動画を公開していますので、ぜひ、ご覧ください。 七飯町議会

ホームページ
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問

質 般

一
　

一
般
質
問
の
原
稿
は
、
質
問
者
本
人
が
質
問
と
答

弁
を
要
約
し
て
作
成
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
詳
細
な
質
疑
や
答
弁
に
つ
い
て
は
Ｙ
ｏ
ｕ

Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
や
会
議
録
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

議
員
が
町
の
行
財
政
全
般
に
わ
た
っ
て
町
に
疑

問
点
を
質
し
、所
信
の
表
明
を
求
め
る
も
の
で
す
。

Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
は
個
人
ご
と
の

質
問
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
般
質
問
と
は
？

質問項目は
こちら

質
問
議
員
７
人
　
質
問
項
目
17
問

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
を
目
指
す
事
に
つ
い
て

平
松
　
俊
一
　
議
員

Q
公
共
施
設
の
今
後
や
図
書
館
な
ど
の
建
設

に
関
し
て
有
利
な
国
補
助
制
度
を
使
う
為
に

も
役
場
庁
舎
と
文
化
セ
ン
タ
ー
の
合
築
を
検

討
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

A 

ZEB
化
（
省
エ
ネ
の
具
体
的
推
進
）
に
向
け

て
各
課
へ
国
の
事
業
補
助
に
関
す
る
資
料
を

配
布
し
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
町
全
体

の
事
業
計
画
は
来
年
度
に
ま
と
ま
る
、「
七

飯
町
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
」
に
基
づ

き
、
専
門
家
を
交
え
た
「
検
討
委
員
会
」
で

検
討
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
他
の
質
問
「
認
知
症
基
本
法
」「
図
書

館
建
設
を
地
域
活
性
の
核
に
」

「
赤
松
街
道
樹
木
伐
採
と
町
道

の
支
障
木
に
つ
い
て
」

動画で確認

健
康
増
進
の
た
め
の
健
康
ア
プ
リ
の
作
成
と

健
康
ポ
イ
ン
ト
制
度
に
つ
い
て

神
﨑
　
和
枝
　
議
員

Q
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
や
健
康
状
態
の
記
録
、
自

宅
で
出
来
る
体
操
や
筋
ト
レ
な
ど
、
老
い
も

若
き
も
障
が
い
者
も
ポ
イ
ン
ト
制
度
に
参
加

で
き
る
ア
プ
リ
の
作
成
や
、
健
康
に
関
す
る

活
動
に
応
じ
て
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
、
個
人

の
健
康
意
識
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る

こ
と
で
町
全
体
の
健
康
水
準
や
医
療
費
の
削

減
に
も
貢
献
で
き
る
「
ポ
イ
ン
ト
制
度
」
の

導
入
に
つ
い
て
。

A
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
や
生
活
習
慣
病
・
健
康

寿
命
に
活
用
出
来
る
機
能
も
含
め
た
ア
プ
リ

や
ポ
イ
ン
ト
制
度
を
、
来
年
度
策
定
す
る
保

健
福
祉
健
康
づ
く
り
に
関
す
る

計
画
へ
搭
載
す
る
こ
と
を
視
野

に
入
れ
検
討
す
る
。

動画で確認

赤
松
街
道
に
植
栽
さ
れ
て
い
た
欅
の
木
が
伐

採
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て上

野
　
武
彦
　
議
員

Q
欅
の
木
の
伐
採
に
至
っ
た
経
過
と
町
は
ど

の
よ
う
な
理
由
で
伐
採
に
同
意
し
た
の
か
、

ま
た
、
伐
採
は
北
海
道
自
然
環
境
等
保
全
条

例
違
反
行
為
で
は
な
い
か

A
函
館
開
発
建
設
部
道
路
事
務
所
よ
り
、
欅

の
木
の
枝
が
折
れ
、
駐
車
場
の
車
が
損
傷

し
、
国
家
賠
償
を
す
る
事
案
が
発
生
し
た
。

今
後
人
身
事
故
と
な
る
危
険
も
あ
り
伐
採
し

た
い
と
し
て
、
七
飯
町
に
同
意
を
求
め
る
文

書
が
届
い
た
。
環
境
生
活
課
で
は
道
路
利
用

者
の
安
全
確
保
を
最
優
先
す
る
た
め
、
伐
採

に
同
意
し
て
い
る
。
ま
た
、
北
海
道
条
例
に

規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
条

例
違
反
と
は
な
ら
な
い
。

そ
の
他
の
質
問
ほ
か
４
問
。

動画で確認

冬
期
間
の
除
雪
体
制
に
つ
い
て

佐
々
木
　
陵
二
　
議
員

Q
七
飯
町
の
除
雪
体
制
に
つ
い
て
高
齢
化
が

進
み
、
家
庭
・
家
族
環
境
も
変
わ
っ
て
き
て

い
る
こ
と
か
ら
さ
ら
な
る
強
化
が
必
要
と
考

え
10
㎝
の
判
断
基
準
を
変
え
て
判
断
を
早
く

で
き
な
い
か
。
体
制
維
持
の
た
め
の
今
後
の

考
え
は
。
機
械
の
今
後
の
更
新
計
画
は
。
除

雪
回
数
に
つ
い
て
５
年
間
の
実
績
に
合
わ
せ

て
増
や
す
考
え
は
な
い
か
伺
い
た
い
。

A
状
況
を
考
え
な
が
ら
判
断
を
早
く
で
き
る

よ
う
に
し
て
い
く
。
直
営
・
委
託
と
も
に
現

状
の
除
雪
レ
ベ
ル
を
維
持
で
き
る
よ
う
考
え

て
い
く
。
更
新
計
画
は
な
い
が
耐
用
年
数
等

を
考
慮
し
国
の
補
助
事
業
を
利

用
し
更
新
し
て
い
く
。
契
約
回

数
は
実
績
を
踏
ま
え
考
え
て
い

き
た
い
。

動画で確認

児
童
、
生
徒
の
熱
中
症
対
策
に
つ
い
て

川
村
　
主
税
　
議
員

Q
今
後
、
空
調
設
備
等
を
設
置
す
る
考
え
が

あ
る
の
か
。

A
空
調
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
北
海
道
で
は

整
備
が
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。
今

後
、
温
暖
化
が
進
む
だ
ろ
う
と
い
う
中
で

は
、
学
校
段
階
に
お
い
て
も
必
要
に
な
っ
て

く
る
と
考
え
て
お
り
、
優
先
順
位
が
高
い
も

の
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。
進
め
る
に
当

た
っ
て
も
、
小
学
校
の
低
学
年
で
自
分
の
体

温
調
整
の
意
思
表
示
が
し
づ
ら
い
学
年
か
ら

な
ど
、
条
件
を
整
理
し
な
が
ら
検
討
し
て
ま

い
り
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問

「
町
内
に
お
け
る
民
生
委
員
の

な
り
手
不
足
対
策
に
つ
い
て
」

ほ
か

動画で確認

公
共
施
設
に
お
け
る
冷
房
設
備
に
つ
い
て

川
上
　
弘
一
　
議
員

Q
役
場
庁
舎
内
の
温
度
計
で
は
、
７
月
下
旬

か
ら
８
月
末
ま
で
の
25
日
間
で
、
暑
さ
指
数

が
28
度
以
上
の
日
が
21
日
間
も
あ
り
、
小
中

学
校
の
教
室
も
こ
れ
以
上
の
高
温
で
あ
り
、

い
つ
熱
中
症
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
、

劣
悪
な
環
境
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
学
校

施
設
等
公
共
施
設
に
、
冷
房
設
備
等
に
よ
る

高
温
対
策
を
整
備
す
る
考
え
は
な
い
か
。

A
来
年
度
以
降
予
算
化
し
、
学
校
施
設
か
ら

熱
中
症
対
策
を
講
じ
、
公
共
施
設
の
対
策
も

順
次
進
め
て
い
き
た
い
。
役
場
庁
舎
に
つ
い

て
も
労
働
環
境
の
改
善
に
向
け
、
内
部
で
協

議
し
て
い
き
た
い
。

そ
の
他
の
質
問

「
物
価
高
騰
に
対
す
る
子
育
て

世
帯
支
援
」

動画で確認

原
油
価
格
高
騰
へ
の
対
応
と
灯
油
購
入
補
助

で
あ
る
福
祉
灯
油
制
度
に
つ
い
て

江
口
　
勝
幸
　
議
員

Q
灯
油
の
価
格
が
高
騰
し
、
生
活
環
境
が
厳

し
い
中
で
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
ひ
と
り
親

世
帯
を
支
援
す
る
町
の
福
祉
灯
油
の
助
成
金

５
千
円
を
引
き
上
げ
る
考
え
は
な
い
か
。
ま

た
、
有
資
格
者
へ
の
案
内
、
周
知
の
方
法
に

つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
考
え
は
な
い
か
。

A
灯
油
価
格
は
、
制
度
開
始
当
初
と
比
較
し

大
幅
に
価
格
上
昇
し
て
い
な
く
、
現
段
階
で

は
助
成
額
の
引
き
上
げ
は
考
え
て
お
り
ま
せ

ん
が
、
今
年
度
に
つ
い
て
は
、
低
所
得
世
帯

へ
の
物
価
高
騰
対
策
と
し
て
、
国
の
事
業
を

活
用
し
、
町
独
自
に
２
万
円
を
追
加
し
５

万
円
を
支
給
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
ご
理
解
願
い
ま
す
。

動画で確認

18七飯町　議会だより

各委員会の活動報告
総務経済常任委員会
議案第27号七飯町子ども・子育て応援基金条例の制定について審査
総務経済常任委員会に付託された議案第27号七飯町子ども・子育て応援基金条例の制定について

審査するため、令和５年６月８日、６月２１日、７月１３日の３日間委員会を開催し、財政課長の
出席を求め聴取した。
〔審査の内容〕
委員会において慎重に審査をしたところ、現在、町が取り組む重要施策の一つとして、子育てを

しやすい環境づくりの整備をはじめ、教育環境の充実といった、七飯町の未来を担う子どもたちが
健やかに成長し、子育て世帯が安心して「子どもを産み、育てられる」ことができるよう、町独自
の「子育て支援策」が今後ますます必要となっている。
また、新たな支援策の拡充を進めるためには、その事業に充てる一般財源が必要となることから

この基金を設置し、各年度の子育て支援、教育支援に充てるための財源を確保することは非常に重
要な施策であり、今後の七飯町の子育て支援策にも必要な条例であるとの結論となった。
以上のことを踏まえ、採決を行った結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。

所管事務調査：総務経済常任委員会
●町内の経済団体の活動について
・調査の目的
町内の経済団体の活動について、コロナ禍前後における活動状況を把握するため調査を行った。

・調査のまとめ
活気のあるイベント開催によりもたらされる経済活性化や、当町の魅力や活力のあるイメージを

町外の方へ与えることで関心を持ってもらい、新たな事業展開や新規事業者を呼び込むことによ
り、移住定住へも繋がるものと考えることから、イベントに対しては更なる協力が必要であり、イ
ベントを通じた町内の経済団体の活動を後押しし、経済活性化を促進していくことを強く求める。
※その他、次の４点について調査を行った。
●町内の事業承継の状況について
●遊休農地を活用した農業振興について
●七飯町水道ビジョン及び七飯町水道事業経営戦略の策定状況について
●特環下水道汚水処理施設再構築基本方針策定状況について

令和４年度決算審査特別委員会：認定第１号令和４年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定について　ほか認定５件
令和４年度一般会計、各特別会計、公営企業会計の決算を審査
令和４年度決算審査特別委員会に付託された令和４年度一般会計、各特別会計、公営企業会計の

決算審査のため、９月８日、１１日から１４日、１９日、２０日の７日間委員会を開催した。町長
から提出された決算書及び決算に関する関係書類、証書類のほか、当委員会が要求した資料等をも
とに、町長、副町長、教育長、担当課長、センター長、局長の出席を求め、審査及び現地調査を
行った｡ また、９月１９日には、町長への総括質疑を行い、１０項目の質疑を実施した。
その後、一般会計について起立採決をした結果、賛成１名、反対１０名により不認定すべきもの

と決定し、各特別会計及び公営企業会計については全員一致で認定すべきものと決定した。
一般会計の不認定理由として以下の項目が挙げられた。
道の駅なないろ・ななえの合併処理浄化槽から排出される水のＢＯＤと透視度に関しては排出基準を一度もク

リアしていない。ＢＯＤの処理目標水質は20mg/L以下と定められているが、道の駅開業の平成３０年度より５
年間、一度も排出基準をクリアしておらず、特に平成３０年度と令和３年度は、ＢＯＤ基準値に関しては８倍以
上という異常値を出しているが、管理責任者の町が有効な改善策をとらなかったことは重大な法令違反行為であ
ると認識している。この間、町は改善策として汚泥引き抜きと張り水行為をしてきたが、排出基準は一向に改善
されていない。今後の対策として、道の駅浄化槽適正化調査業務委託を行う考えを町長総括質問への回答で打ち
出してきたが、一般会計決算審査に関しては不認定を表明する。
また、町は活力のあるまちづくり推進助成金として1,656,257円を助成しているが、その一部はフリーペーパー

として発行され、神社開催事業をＰＲする内容であった。これは政教分離の原則に反する恐れがあることから
も、今回の一般会計の決算に関しては不認定を表明する。
その他、委員から、今回の決算審査による要求資料の提出において浄化槽法による法定検査結果の数値がいず

れも基準をクリアしていないことが判明。町長においてもＢＯＤ基準値をクリアしていないことを初めて知った
と答弁があったが、施設管理者で予算執行者である町ではこの事実を把握していた。議会から指摘がなかった
ら、この問題は改善されなかったと認識されることから、不認定を表明すると意見があった。

報告書全文
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